
こども未来局職員不祥事防止委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 こども未来局職員の不祥事防止の徹底を図るため、川崎市職員不祥事

防止委員会設置要綱第８条の規定に基づき、こども未来局職員不祥事防止委

員会（「以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

（１）不祥事防止対策の検討及び推進に関すること。 

（２）不祥事防止に係る具体策等の推進に関すること。 

（３）不祥事未然防止のための職場状況の収集及び意見交換に関すること。 

（４）前各号に掲げる事項のほか、委員会が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長はこども未来局長を、副委員長はこども未来局総務部長をもって充

てる。 

３ 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

（１） こども未来局保育・子育て推進部長 

（２） こども未来局保育・幼児教育部長 

（３） こども未来局青少年支援室長 

（４） こども未来局児童家庭支援・虐待対策室長 

（５） こども未来局総務部庶務課長 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は会務を主宰する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代



理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、必要の都度、委員長が招集し、その議長となる。 

（その他の職員の出席） 

第６条 委員会において必要があると認めるときは、その他の職員の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、こども未来局総務部庶務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

附 則（平成２８年４月１日２８川こ庶第２９９号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年８月５日３川こ庶第４５４号） 

この要綱は、令和３年８月５日から施行し令和２年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年２月２７日４川こ庶第１１００号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 


